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令和元年６月２０日 午前１０時開議 

 日程第１  報告第７号から報告第１３号まで（委員長報告～表決） 

 日程第２  議案第２６号から議案第４１号まで（委員長報告～表決） 

 日程第３  議案第４２号から議案第４４号まで（提案理由説明～表決） 

 日程第４  議案第４５号から議案第５３号まで（提案理由説明～表決） 

 日程第５  意見書案について（質疑～表決） 

 日程第６  閉会中の継続調査申出について 
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 日程第１  報告第 ７ 号 専決処分の承認について（南丹市税条例の一部改正につい 

              て）                  （市長提出） 

       報告第 ８ 号 専決処分の承認について（南丹市都市計画税条例の一部改 

              正について）              （市長提出） 

       報告第 ９ 号 専決処分の承認について（南丹市国民健康保険税条例の一 

              部改正について）            （市長提出） 

       報告第１０号 専決処分の承認について（南丹市介護保険条例の一部改正 

              について）               （市長提出） 

       報告第１１号 専決処分の承認について（平成３０年度南丹市一般会計補 

              正予算（第９号））           （市長提出） 

       報告第１２号 専決処分の承認について（平成３０年度南丹市国民健康保 

              険事業特別会計補正予算（第５号））   （市長提出） 

       報告第１３号 専決処分の承認について（平成３０年度南丹市下水道事業 

              特別会計補正予算（第６号））      （市長提出） 

 日程第２  議案第２６号 南丹市森林環境基金条例の制定について  （市長提出） 

       議案第２７号 南丹市地域活性化センター条例の一部改正について 

                                  （市長提出） 

       議案第２８号 南丹市地域公共交通会議条例の一部改正について 

                                  （市長提出） 

       議案第２９号 南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

              ついて                 （市長提出） 
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       議案第３０号 南丹市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

              正について               （市長提出） 

       議案第３１号 南丹市税条例等の一部改正について    （市長提出） 

       議案第３２号 南丹市立幼稚園保育料条例の一部改正について 

                                  （市長提出） 

       議案第３３号 建物の無償譲渡について         （市長提出） 

       議案第３４号 公の施設の利用に関する協議について   （市長提出） 

       議案第３５号 京都地方税機構規約の変更について    （市長提出） 

       議案第３６号 令和元年度南丹市一般会計補正予算（第１号） 

                                  （市長提出） 

       議案第３７号 令和元年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

              １号）                 （市長提出） 

       議案第３８号 令和元年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

              号）                  （市長提出） 

       議案第３９号 令和元年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

                                  （市長提出） 

       議案第４０号 令和元年度南丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

              （第１号）               （市長提出） 

       議案第４１号 令和元年度南丹市上水道事業会計補正予算（第１号） 

                                  （市長提出） 

 日程第３  議案第４２号 平成３０年度（繰越）南丹市役所八木支所大規模改修工事 

              請負契約について            （市長提出） 

       議案第４３号 令和元年度南丹市市営バスの購入について （市長提出） 

       議案第４４号 令和元年度南丹市市営バスの購入について （市長提出） 

 日程第４  議案第４５号 胡麻郷財産区管理会委員の選任につき同意を求めることに 

              ついて                 （市長提出） 

       議案第４６号 五ヶ荘財産区管理会委員の選任につき同意を求めることに 

              ついて                 （市長提出） 

       議案第４７号 世木財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて                  （市長提出） 

       議案第４８号 字南・字北・字中・字河内谷・字江和・字田歌・字芦生・ 

              字白石・字佐々里財産区管理会委員の選任につき同意を求 

              めることについて            （市長提出） 

       議案第４９号 知井財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて                  （市長提出） 

       議案第５０号 平屋財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ 
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              いて                  （市長提出） 

       議案第５１号 宮島財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて                  （市長提出） 

       議案第５２号 鶴ヶ岡財産区管理会委員の選任につき同意を求めることに 

              ついて                 （市長提出） 

       議案第５３号 大野財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて                  （市長提出） 

 日程第５  意見書案について 

 日程第６  閉会中の継続調査申出について 
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市 長  

  

 西 村 良 平  

  

 副 市 長  

  

 山 内   守 

教 育 長  

  

 木 村 義 二  

  

 市 長 公 室 長  

  

 船 越 雅 英 

総 務 部 長  

  

 堀 江   長  

  

 

危 機 管 理 監 

兼支所担当部長 

 國 府 博 美 

地域振興部長  

  

 清 水   茂  市 民 部 長  

  

 弓 削 雅 裕 

福祉保健部長  

  

 榎 本   尚  

  

 農林商工部長  國 府 栄 彦 

土木建築部長  

  

 柴 田 建 司  

  

 上下水道部長  

  

 森   雅 克 

教 育 次 長  

  

 中 川 勇 夫  

  

 教 育 参 事  

  

 榊     貢 

会 計 管 理 者  

  

 森   康 高  
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○

○○

○議

議議

議長

長長

長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 皆さん、おはようございます。 

  ご参集ご苦労に存じます。 

  ただいまの出席議員は２１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより６月定例会を再開して、本日の会議を開きま

す。 

  これより、日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめ配付したとおりであります。 
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  日程第

日程第日程第

日程第２

２２
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 議案第

議案第議案第

議案第２６

２６２６

２６号

号号

号から

からから

から議案第
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○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 日程第１「報告第７号から報告第１３号まで」及び日程第２

「議案第２６号から議案第４１号まで」を一括して議題といたします。 

  これより、各委員長の報告を求めます。 

  仲村学総務常任委員長。 

○

○○

○総務常任委員長

総務常任委員長総務常任委員長

総務常任委員長（

（（

（１９

１９１９

１９番

番番
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 仲村

仲村仲村

仲村 

  

 学君

学君学君

学君）

））

） 皆さん、改めましておはようございます。 

  それでは、令和元年６月定例会で総務常任委員会に付託されました、報告第７号、専

決処分の承認について（南丹市税条例の一部改正について）、報告第８号、専決処分の

承認について（南丹市都市計画税条例の一部改正について）、報告第１１号、専決処分

の承認について（平成３０年度南丹市一般会計補正予算（第９号））、議案第２７号、

南丹市地域活性化センター条例の一部改正について、議案第２８号、南丹市地域公共交

通会議条例の一部改正について、議案第３０号、南丹市選挙長等の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について、議案第３１号、南丹市税条例の一部改正について、議

案第３５号、京都地方税機構規約の変更について、議案第３６号、令和元年度南丹市一

般会計補正予算（第１号）の、以上、専決の承認３件、条例の一部改正４件、規約の変

更１件、補正予算１件の計９件の審査経過と結果について番号順にご報告を申し上げま

す。 

  去る令和元年６月１２日水曜日に総務常任委員会を開催し、総務部、市長公室、地域

振興部、教育委員会の順にそれぞれ詳細説明を受けた後、審査を行いました。 

  まず、報告第７号について、質疑は住宅ローン控除拡充の影響についてなどでありま

す。住宅ローン控除拡充の影響についての質疑に対し、今回の条例改正による税額控除

は本年１０月から令和２年１２月に居住を開始した新築住宅の借り入れについて、これ

まで１０年間の控除期間を１３年に変更するものであり、実際に税収の減が生じるのは

令和１２年から１５年の４カ年となる。その減収に対する補塡の時期であるが、毎年６

月ごろに府を通じて減収額を報告し、９月に地方特例交付金、減収特例交付金として収

入しているので、税収減が生じた年度に補塡される、との答弁でありました。 
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  質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、報告第７号は賛成全員で承認すべきものと

決しました。 

  次に、報告第８号については、質疑、討論はなく、表決の結果、報告第８号は賛成全

員で承認すべきものと決しました。 

  次に、報告第１１号について、総務での質疑は、土地建物売払収入の詳細説明であり

ます。 

  市長公室、地域振興部での質疑は、有線テレビの加入件数増加と使用料減収の詳細説

明であります。 

  教育委員会での質疑は、就学援助事業の大幅減額について、かやぶき屋根保存修理事

業の実績についてであります。 

  それぞれ答弁の後、討論はなく、表決の結果、報告第１１号は賛成全員で承認すべき

ものと決しました。 

  次に、議案第２７号について、主な質疑は、屋外看板の月使用料の根拠や適正な看板

内容、施行規則の精査などであります。 

  それぞれ答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第２７号は賛成全

員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２８号について、質疑は、地域公共交通会議の位置づけについてであり

ます。 

  答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第２８号は賛成全員で可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第３０号について、質疑、討論はなく、表決の結果、議案第３０号は賛成

全員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３１号について、質疑は、環境性能割の見直しの減収や国の補塡につい

てであります。 

  それぞれ答弁の後、質疑を終結し、討論の後、表決の結果、議案第３１号は賛成多数

で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３５号について、質疑は、納税者への影響についてであります。この質

疑に対し、他の税金に関するもの、法人住民税等の申告の受け付けもされているので、

窓口が一本化の方向に向かっているということで、統一的なことになって、申告される

方の負担が軽減されると思う、との答弁でありました。 

  質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第３５号は賛成全員で可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議案第３６号について、総務部での主な質疑は、部署による業務量の違いにつ

いてであります。この質疑に対し、４月の組織改正についても、業務量、調査等に基づ

き業務量の平準化を一定目的として配置を行った。その中では支所の人数の削減である

とか、業務の多いところに人を集中してというふうなことも想定しながらの体制にはな
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ったが、その中には受け付け等で本庁に配属で支所に勤務みたいなスタイルをとりなが

らバランスをとっていくというような形でしている。本質的な部分で縦割りが解消でき

ていないところもまだまだ見受けられるが、総合的に対策をしながら平準化を図ってい

きたい、との答弁でありました。 

  市長公室、地域振興部での主な質疑は、小学校跡施設管理費からの変電設備キュービ

クル設置の必要性について、スポーツ拠点づくり推進事業のマスターズ実施計画の業務

委託と事業効果について、自治振興補助事業の詳細説明であります。 

  マスターズ実施計画の業務委託についての質疑に対し、専門の業者に委託する計画を

している。内容については、基本情報の収集、推進体制、開催業務の整理など、骨格部

分の調整や競技などにかかわる大会の開催にかかわるものを実施計画に盛り込んでいく

というようなことを考えている、との答弁でありました。 

  教育委員会での質疑は、教育研究事業「学びの深化プロジェクト」の詳細説明であり

ます。この質疑に対し、学びの深化プロジェクト実施校ということで、今回、胡麻郷小

学校ということになっている。テーマの一つにコミュニケーション能力の育成というの

があり、胡麻郷小学校は過去に国の事業の指定も受けながら外国語の推進に寄与してき

た実績があるので、それを発表して、今回、このような形になった、との答弁でありま

した。 

  その他、答弁の後、質疑を終結し、討論では賛成が２件ありました。１件目は、規模

としては膨れているが、非常に努力をいただいて、いろんな財源も確保していただいて

いる。イベント事業の精査を申し上げ、賛成するとの内容でありました。 

  もう１件は、総体的に国、府の財源を活用するという姿勢、いろんなイベント等を行

うことによって定住促進、地域の活性化につながる重要な施策であるので、そういう努

力を評価して賛成する、との内容でありました。 

  表決の結果、議案第３６号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  以上、総務常任委員会に付託されました議案審査の経過及び結果報告とさせていただ

きます。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 続いて、谷尻昌史産業建設常任委員長。 

○

○○

○産業建設常任委員長

産業建設常任委員長産業建設常任委員長

産業建設常任委員長（

（（

（８

８８

８番

番番

番 

  

 谷尻

谷尻谷尻

谷尻 

  

 昌史君

昌史君昌史君

昌史君）

））

） おはようございます。 

  それでは、令和元年６月定例会において産業建設常任委員会に付託されました、報告

第１１号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市一般会計補正予算（第９

号））、報告第１３号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市下水道事業特別

会計補正予算（第６号））、議案第２６号、南丹市森林環境基金条例の制定について、

議案第２９号、南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案

第３３号、建物の無償譲渡について、議案第３４号、公の施設の利用に関する協議につ

いて、議案第３６号、令和元年度南丹市一般会計補正予算（第１号）、議案第３９号、

令和元年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号）、議案第４１号、令和元年度
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南丹市上水道事業会計補正予算（第１号）、以上９件につきまして、審査の内容と結果

について、報告番号及び議案番号順に報告をいたします。 

  本件につきましては、６月１３日に産業建設常任委員会を開催し、上下水道部、農林

商工部、土木建築部の順に審査を行いました。 

  まず、報告第１１号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市一般会計補正予

算（第９号））を議題とし、農林商工部の審査に入りました。 

  詳細説明の後、質疑に入り、主な質疑は、災害復旧費、農地・農業用施設災害復旧費

が３，１０８万４，０００円と大きな減額であるが、事業の進捗率は、との質疑に対し、

繰り越しはしているが、８割程度できている。今月もしくは来月には支払いを含めて完

了予定である、との答弁でありました。 

  また、農業振興費、土づくり事業は３６２万２，０００円の減額であるが、堆肥、液

肥は現状どの程度の利用があるか、との質疑に対し、平成３０年度の実績で、堆肥は園

部管内１，６４２トン、八木管内４５５トン、日吉管内５７トン、美山管内３０８トン

で、合計２，４６３トンである。また、液肥は園部管内１４３トン、八木管内１，１６

９トンで、合計１，３１２トンである、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、農林商工部の質疑を終結いたしました。 

  続いて、土木建築部の審査に入りました。 

  詳細説明の後、質疑に入り、特に質疑はなく、土木建築部の質疑を終結いたしました。 

  討論はなく、採決の結果、報告第１１号は賛成全員で承認すべきものと決しました。 

  次に、報告第１３号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市下水道事業特別

会計補正予算（第６号））を議題とし、上下水道部より詳細説明の後、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑は、土地建物売払収入は川東浄化センターの土地を京都府に売却したという

ことであるが、用途等の中身は。また、公共下水道事業受益者負担金３３０万円の増額

の内容は、との質疑に対し、川東浄化センターの敷地については笹ヶ谷川砂防維持修繕

工事として河川管理通路の側溝整備に係るものである。また、公共下水道事業受益者負

担金は、当初、３０件の見込みが７２件になった。内訳は園部５７件、八木１５件で、

主に区画整備区域内での開発である、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、報告第１３号は

賛成全員で承認すべきものと決しました。 

  次に、議案第２６号、南丹市森林環境基金条例の制定についてを議題とし、農林商工

部から詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、森林環境譲与税について京都府内他市町の動きは、との質疑に対し、南

丹広域振興局管内で新たな森林管理システムに係るワーキング会議を月１回程度開催し

ていく。内容は京都府からの情報提供、国から入ってくる制度の概要説明、他府県の情

報確認、市町の横連携の取り組み状況や課題報告などである。構成は京都府森の保全推



 

- 8 - 

進課、市町の担当課、京都府森林連合会、森林技術センター、南丹広域振興局である、

との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結しました。 

  討論はなく、採決の結果、議案第２６号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２９号、南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、土木建築部より詳細説明の後、質疑に入りました。 

  特に質疑はなく、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第２９号は賛成全員

で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３３号、建物の無償譲渡についてを議題とし、土木建築部より詳細説明

の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、無償譲渡に係る登記はどうなるか、との質疑に対し、無償譲渡する建物

は、その個人の土地の上に建っており、今回は建物だけを登記する、との答弁でありま

した。 

  ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

  討論はなく、採決の結果、議案第３３号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３４号、公の施設の利用に関する協議についてを議題とし、上下水道部

より詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、水道用水の供給に関する基本協定書案第６条に、亀岡市は用水供給につ

いて、地方公営企業法第２１条第１項の規定により南丹市から用水供給料金を徴収する

とあるが、本市水道料金との関係は、との質疑に対し、亀岡市は水道事業とは別に新た

に用水供給事業という事業変更認可をとられ実施をされる。その用水供給事業の中で本

市八木地域の供水区域に水道水を供給する。個々の料金徴収は約１，６００件の戸数に

ついては給水区域である南丹市が個々に請求をする、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結いたしました。 

  討論はなく、採決の結果、議案第３４号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３６号、令和元年度南丹市一般会計補正予算（第１号）を議題とし、農

林商工部の審査に入りました。 

  詳細説明の後、質疑に入り、主な質疑は、観光文化資源活用推進事業、森の京都南丹

エコミュージアム実行委員会補助金が計上されているが、構成委員と事業内容は、との

質疑に対し、実行委員の構成団体は公益財団法人園部町振興公社、南丹市商工会、一般

財団法人森の京都地域振興社、一般社団法人南丹市美山まちづくり協会、南丹市八木町

観光協会、南丹市日吉町観光協会、宗教法人生身天満宮氏子会、丹波祭り囃子保存会、

京都南丹広域振興局、そして南丹市であり、事務局は公益財団法人園部振興公社に持っ

ていただく。事業内容は人材育成事業と啓発事業並びに情報発信事業の三本立てを予定

している。南丹市全体を野外博物館として地域振興や観光振興に生かしていきたい。文

化庁で事業採択をされ、本年度から５年計画で取り組む、との答弁でありました。 
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  その他、都市改良事業、京野菜等産地育成事業、商品券事業、わくわく地方生活実現

事業、地域振興関連施設管理運営費等について質疑、答弁の後、農林商工部の質疑を終

結いたしました。 

  続いて、土木建築部の審査に入りました。 

  詳細説明の後、質疑に入り、主な質疑は、観光文化資源活用推進事業において道路河

川課所管分が１５０万円計上されているが、道路路線や場所等の決定はしているのか、

との質疑に対し、道路に愛称を設定し、木製灯籠を設置するものであるが、市役所前の

佛大線を基本に生身天満宮前を通る美園栄町線などが候補に挙がっているが、決定には

至っていない、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、土木建築部の質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議

案第３６号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第３９号、令和元年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とし、上下水道部より詳細説明の後、質疑に入りました。 

  公債費について質疑、答弁の後、ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

  討論はなく、採決の結果、議案第３９号は賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  最後に、議案第４１号、令和元年度南丹市上水道事業会計補正予算（第１号）を議題

とし、上下水道部より詳細説明の後、質疑に入りました。 

  特に質疑はなく、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第４１号は賛成全員

で可決すべきものと決しました。 

  以上、まことに簡単ですが、６月定例会において産業建設常任委員会に付託されまし

た報告及び議案の審査内容と結果の報告といたします。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 続いて、前田義明厚生常任委員長。 

○

○○

○厚生常任委員長

厚生常任委員長厚生常任委員長

厚生常任委員長（

（（

（２

２２

２番

番番

番 

  

 前田

前田前田

前田 

  

 義明君

義明君義明君

義明君）

））

） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、令和元年６月定例会で厚生常任委員会に付託されました、報告第９号、専

決処分の承認について（南丹市国民健康保険税条例の一部改正について）、報告第１０

号、専決処分の承認について（南丹市介護保険条例の一部改正について）、報告第１１

号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市一般会計補正予算（第９号））、報

告第１２号、専決処分の承認について（平成３０年度南丹市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第５号））、議案第３２号、南丹市立幼稚園保育料条例の一部改正について、

議案第３６号、令和元年度南丹市一般会計補正予算（第１号）、議案第３７号、令和元

年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第３８号、令和元年度

南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第４０号、令和元年度南丹市後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、以上、報告４件、議案５件の審査状況

と結果について報告をいたします。 

  本件につきましては、去る６月１４日に厚生常任委員会を開催し、審査を行いました。 

  まず、報告第９号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 
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  質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、報告第９号は賛成多数で

承認すべきものと決しました。 

  次に、報告第１０号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、消費税が引き上げされるかされないか、かかわらず実施されるのか、財

源は、との質疑に対して、１０月が消費税値上げの予定となっている。上がる予定の段

階であるが、今年度の保険料に関しては適用する形になる。また、財源については、保

険料を軽減させていただいた分の財源について、２分の１が国からの補助、４分の１が

府からの補助、あとの４分の１が市からの補助で、介護保険特別会計のほうに繰り入れ

をさせていただく予定、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、報告第１０号は

挙手全員で承認すべきものと決しました。 

  次に、報告第１１号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、ごみ袋販売事業が減額されている。美山と日吉支所でごみ袋と収集物品

の販売を中止した理由は、との質疑に対して、４月１日からの機構改革により支所が１

課制となり、支所業務は全て本庁で扱うことになった。指定店との関係があるので、引

き渡し日を限定させていただくとし、申し込み分だけをお渡しする体制でお互い推進す

る。また、支所では特にくみ取り券の販売をしていたので、在庫や売り上げ費用の確認

が煩雑で確認作業に時間を要したので、支所での取り扱いを限定した。ただ、くみ取り

代の支払いなどは従来どおり支所でも対応している。また、ごみ袋、くみ取り券を販売

店で取り扱ってもらうと、手数料をお店に支払うことができるので、販売強化にもつな

がる形をとった。以上３点を考慮した、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、報告第１１号は

賛成全員で承認すべきものと決しました。 

  次に、報告第１２号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、報告第１２号は賛成全員

で承認すべきものと決しました。 

  次に、議案第３２号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、八木のみが実質的には該当する。園部にも影響するのか、との質疑に対

して、八木中央幼児学園短時部において、今回、無償化で保育料と給食費を明確にする

ことで、園部幼稚園に対して影響はない、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第３２号は

賛成多数で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３６号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  主な質疑は、地域包括ケア推進事業、位置検索サービス機器利用支援事業補助金でＧ

ＰＳを使ってということだが、どのような使い方になるのか、との質疑に対して、契約

は利用者でメーカーとしていただき、初期費用に関する上限までの補助であったり、毎
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月の利用額に対する限度額までの形で補助することを考えている。また、ＧＰＳをその

まま持つものや、衣類の中に埋め込んだり、靴の中に入れたりすると聞いている。南丹

市でも、ことしに入ってから行方不明者の事案が発生している。高齢者をすぐに探し出

せるような仕組みづくりという京都府の新包括ケアの要綱が去年は合致しなかったので、

最終的に予算を落とさせていただいたが、３月に要綱が示され、京都府と相談させてい

ただき、この事業を取り組みさせていただいた、との答弁でありました。 

  また、民間保育所等運営支援事業で受け入れ園児の想定人数は、との質疑に対して、

予算上で補助金ベースだが、保育所については１３１人から１６０人規模の予定で、認

定こども園については２０人以下の規模で予定している、との答弁でありました。 

  また、保育所管理運営費で、保育所の定員は既存の保育所については見直していく可

能性が出る方向で理解をしたらよいのか、との質疑に対して、園部地域については園部

保育所と城南保育所の２カ所あり、保育所の規模をおおむね半分程度にし、１５０人程

度の新しい民間の保育所に入っていただく定員の調整をしたいと考えている。全体の保

育所の計画については、今年度示す計画の中で、民間保育所の誘致と並行して公立市営

の保育所のあり方について計画策定していきたい、との答弁でありました。 

  その他、質疑、答弁の後、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第３６号は

賛成全員で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３７号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  質疑はなく、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第３７号は賛成全員で可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３８号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  質疑はなく、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第３８号は挙手全員で可

決すべきものと決しました。 

  最後に、議案第４０号を議題とし、概要、詳細説明の後、質疑に入りました。 

  質疑はなく、質疑を終結し、討論はなく、表決の結果、議案第４０号は賛成全員で可

決すべきものと決しました。 

  以上、まことに簡単ですが、令和元年６月定例会において厚生常任委員会に付託され

ました議案の審査の状況と結果についての報告といたします。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

  これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 質疑なしの声もありますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論に入ります。 

  通告に基づき、発言を許します。 
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  まず、５番、麻田育良議員の発言を許します。 

  麻田議員。 

○

○○

○議員

議員議員

議員（

（（

（５

５５

５番

番番

番 

  

 麻田

麻田麻田

麻田 

  

 育良君

育良君育良君

育良君）

））

） おはようございます。議席番号５番、日本共産党の麻

田育良です。議長の許可を得ましたので、通告に従い、報告第９号、専決処分の承認に

かかわる南丹市国民健康保険税条例の一部改正についてに反対の立場で討論を行います。 

  南丹市では、合併以来、１２年間値上げをせず据え置かれてきた国民健康保険税が、

昨年に続き、３月議会で１人１万円という大幅な値上げが決定されました。この間、国

民健康保険税や市民税、介護保険料などの徴収票が郵送されてきていますが、びっくり

されている方も多いと思います。 

  今回の専決処分の議案では、昨年に続き、軽減基準所得金額の改正と課税限度額の改

正が行われましたが、軽減基準所得の拡大は軽減範囲の拡大になり、対象世帯の平等割

と均等割の負担が軽減されることになるので賛成できます。 

  市の資料では、５割軽減が１３件、２割軽減が１５件で合計９２万円軽減されること

になります。 

  もう一つの課税限度額の改正は、医療分の課税限度額が、昨年、５４万円から５８万

円に、ことしは５８万円から６１万円に引き上げられたことで、負担増になる世帯が市

の資料では４１件１２０万円ふえることになり反対です。 

  今後も保険料率は赤字解消ということで増加することが指摘されています。南丹市で

のさらなる国保世帯への負担減への努力を求めていきたいと思います。 

  また、府への一元化では、国保財政の健全化は難しいと思われます。知事会、市長会

の要望されています１兆円の国費投入で、国民健康保険制度の維持に向けた改革が必要

だということを申し述べておきます。 

  議員の皆さんの賢明なご判断をお願いします。 

  以上で、反対討論を終わります。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 麻田育良議員の討論が終わりました。 

  次に、議席番号４番、野村健議員の発言を許します。 

  野村議員。 

○

○○

○議員

議員議員

議員（

（（

（４

４４

４番

番番

番 

  

 野村

野村野村

野村 

  

 健君

健君健君

健君）

））

） 議席番号４番、日本共産党市会議員団の野村健でござい

ます。議長の許可をいただきましたので、議案第３６号、本年度の一般会計補正予算

（第１号）について反対討論を行います。 

  今回の補正は、災害復旧費などの国庫支出金１億１，６００万円、ため池ハザードマ

ップ作成費など府支出金１，４１７万円などの追加、基金からの繰入金６６９万円の減

額、さらに市債７，６４０万円の追加など、合わせて２億４，１５７万円を追加して、

予算総額を２３５億２，１５７万円にするものであります。 

  第一に、市の財政の実力から、３年前に上限と表明されました２２０億円をさらに上

回る予算規模となりました。財政調整基金は３０年度末の３３億３，６２０万円から、
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本年度末見込み額２２億７，９６８万円に１０億５，６５２万円減少する見込みとされ

ています。市民の福祉向上という自治体本来の役割を果たす立場で事業の優先順位を明

確にし、財政規模を縮小することが求められております。 

  第二に、プレミアム商品券事業は消費税１０％への増税による低所得者及び子育て世

代への影響緩和対策とされております。複数税率やポイント還元など多額の対策を必要

とするこの消費税増税は中止をして、応能負担の原則による大企業などの応分の負担を

財源とするよう求めるべきであります。 

  第三に、わくわく地方生活実現事業の３００万円は、東京２３区に在住または勤務す

る人が南丹市内の中小企業に就職した場合、限定して１人１００万円を助成するもので

あります。しかし、本来、定住促進は地域を限定すべきものでありません。 

  第四に、八木町農業公社に関して、指定管理の法人でありますが、役員改選に係る推

薦名簿を市長名の公文書で出されたということが一般質問でも指摘されました。ほかに

も多くの指定管理法人、団体がありますが、慎重な対応を求めておきたいと思います。 

  あわせて、八木バイオエコロジーセンターはこれまで多額の投資をしてまいりました。

本年度は原水槽の改修の予定でありますが、施設の老朽化で、今、改修のピークにある

ということであります。今後も相当な投資が必要とのことであります。本市はメタン発

酵によるバイオマス利用を全国に先駆けて取り組んでおりますけれども、啓発、普及と

ともに費用対効果の視点から見直しも含めて検討が必要だと思います。 

  第五は、船岡浄水場水源地整備工事の入札で落札を取り消す事態が発生いたしました。

最低制限価格の誤りが発覚し、入札を無効としたものであります。年内完成の予定で事

業発注のおくれとなります。計算のチェックが甘く、チェック体制を検討して再発防止

に努めるとされておりますけれども、庁舎内全体の課題として検証すべきと考えます。 

  最後に、民間保育所等運営支援事業では、設計業務が予算化されておりますけれども、

現在の園部、城南保育所の定員それぞれ１５０人を半分程度にし、新設の民間保育所１

６０人、認定こども園２０人で合計３３０人の予定であります。今後の待機児童の心配

のない対応を求めておきたいと思います。 

  以上、指摘をいたしまして、反対討論といたします。議員各位の皆さんの賢明なるご

判断をお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 野村健議員の討論が終わりました。 

  次に、議席番号１８番、松尾武治議員の発言を許します。 

  松尾議員。 

○

○○

○議員

議員議員

議員（

（（

（１８

１８１８

１８番

番番

番 

  

 松尾

松尾松尾

松尾 

  

 武治君

武治君武治君

武治君）

））

） 皆さん、おはようございます。議席番号１８番、活

緑クラブ所属、松尾武治です。議長の許可がありましたので、ただいまから議案第３６

号、令和元年度南丹市一般会計補正予算（第１号）について、賛成の討論をいたします。 

  補正額は２億４，１５７万６，０００円で、補正後は２３５億２，１５７万６，００

０円となり、規模の指摘もありますけれども、今日まで放置していた施策を進める積極
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的な予算として評価いたします。 

  内容を見てみますと、歳入では、森林環境譲与税３，５５８万６，０００円、国・府

支出金１億２，６４６万９，０００円が主なもので、歳出では、スポーツ拠点づくり推

進事業９５７万７，０００円、保育所管理運営費１，４１１万９，０００円、京野菜等

産地育成事業５００万円、公共土木施設災害復旧費１億４，７００万円が主なものとな

っています。 

  財政が厳しい折から、市民の福祉の充実につながるものを重点にとの意見もあります

が、定住促進・農業振興など地域経済の振興につながる事業を積極的に取り入れること

が重要であり、今日まで行わなかった国・府への財源獲得とそれに伴う定住促進・農業

振興策を予算化する努力が伺えます。 

  災害復旧費１億４，７００万円は、神楽坂トンネル開通で使わなくなった府道を市道

に格下げした道路の災害復旧であり、このような道路がほかにもありますが、今後の課

題と指摘をしておきます。 

  入札にかかわる最低限の設定ミスについて、総務常任委員会で丁寧な説明がありまし

たが、南丹市は発足時から契約においては安易な行動がありました。その中でも印象に

残る事業は、防災無線整備事業においてＯ社製品を仕様とした設計書を作成し、Ｏ社を

含め施工事業者を含めた指名競争入札を行った経緯があります。 

  防災無線事業は、当初、八木町の事業でしたが、合併により、美山町、園部町を一体

に整備をするために３町を一体的に整備する基本設計を作成し、総務省に申請をした事

業です。南丹市も３町を一体に発注する計画をしておりましたが、効率の悪い分離発注

を行うことで競争性が起こらない形式的な入札で高落札を続け、多額の財政負担を発生

させた事業が思い出されます。 

  今回の事象を指摘する以前に、設計ミスによる入札不調や仕様書を作成しない委託契

約行為など、南丹市に潜在している入札に関する安易な考え方が今回の事象を招いたも

ので、防災無線整備事業のような意図的なものを含め、南丹市は土木工事を除き、今回

の上水道事業、車両購入事業を含め数多くの契約行為に関する安易な感覚を改めること

が重要であるとともに、特定業者が有利になる事業委託を含め、発注には厳正な姿勢で

臨むことを指摘しておきます。 

  歴史ある町並みを見直すこともなく進めた閑静な本町・宮町の姿を眺めると、園部町

から続いた南丹市政の縮図を眺める気がいたします。 

  このように、合併により中心市街地を崩壊し、改革を行わない１２年間の市政を踏襲

するのか、開眼により、４町の合併効果を示すためにも、それぞれの町の特徴を生かし

たまちづくりを選択するのか、総合振興計画の着実な実行と意味のない評価を改め、具

体的に何をすればいいのか柱を立てるのが市長の責務であり、議会は別の視線で市民の

意見を的確に反映する責務がありますが、３月定例会では、市民目線である審議が未了

ともとれる議会責務を忘れたような行動がありました。 
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  お隣の亀岡市を見てみますと、まちが動いていることがわかります。南丹市において

も、生産人口の減少に歯どめをかける積極的な施策を求め、おくれた行財政改革を取り

戻す必要があります。それには市民の皆様が住んでいてよかったと思えるまちづくりが

求められますが、それには行動する市長の姿勢が求められます 

  市民の福祉充実につながる施策を求める意見もありますが、補正予算にも見られます

ように、国・府に出向き財源の確保に奔走する中で、積極的な予算編成であったことを

評価して、賛成の討論といたします。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 松尾武治議員の討論が終わりました。 

  ほかに討論の通告はありません。 

  特に討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、順次採決いたします。 

  まず、日程第１、報告第７号から報告第１３号までの専決処分の承認７件のうち、報

告第９号を除く６件を一括して起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案承認であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。 

  次に、報告第９号、専決処分の承認についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案承認であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立多数） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立多数であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。 

  次に、日程第２、議案第２６号から議案第４１号までのうち、議案第３６号を除く１

５件を一括して起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第３６号を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 
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（起立多数） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立多数であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第

日程第日程第

日程第３

３３

３ 議案第

議案第議案第

議案第４２

４２４２

４２号

号号

号から

からから

から議案第

議案第議案第

議案第４４

４４４４

４４号

号号

号まで

までまで

まで 

  

 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 次に、日程第３「議案第４２号から議案第４４号まで」を議

題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  西村市長。 

○

○○

○市長

市長市長

市長（

（（

（西村

西村西村

西村 

  

 良平君

良平君良平君

良平君）

））

） それでは、ただいま上程いただきました議案第４２号から議

案第４４号までについて、ご説明を申し上げます。 

  まず、議案第４２号、平成３０年度（繰越）南丹市役所八木支所大規模改修工事請負

契約につきましては、耐震診断の結果、強度不足であることが判明いたしました南丹市

八木公民館の機能を隣接する南丹市役所八木支所３階に移転し、機能集約するため、八

木支所３階の大規模改修工事に係る工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第９

６条第１項第５号及び南丹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  当該工事につきましては、一般競争入札の結果、２億４，９４８万円で、京都府南丹

市園部町河原町４号３０番地１、丹波建設株式会社代表取締役、平井昭人氏が落札され

ました。 

  主な工事内容は、貸し館用の会議室、料理実習室の整備や既存トイレの全面洋式化、

電気・空調設備の更新などを行うものであります。 

  次に、議案第４３号、令和元年度南丹市市営バスの購入につきましては、南丹市市営

バス車両の老朽化に伴う更新のため、中型バス２台を購入することについて、地方自治

法第９６条第１項第８号及び南丹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  当該購入につきましては、市内６業者に見積書提出を依頼したところ、４，９２９万

５，５２０円で、京都府南丹市八木町木原河原１８番地、丸安自工株式会社代表取締役、

松本圭史氏が見積もり採用者となりました。 

  次に、議案第４４号、令和元年度南丹市市営バスの購入につきましては、南丹市市営

バスの車両の老朽化に伴う更新のため、小型ノンステップバス１台を購入することにつ

いて、地方自治法第９６条第１項第８号及び南丹市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

  当該購入につきましては、指名競争入札の結果、２，１９４万５，６００円で、京都

府南丹市八木町木原河原１８番地、丸安自工株式会社代表取締役、松本圭史氏が落札さ
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れました。 

  以上をもちまして、議案第４２号から議案第４４号までの主な説明とさせていただき

ます。 

  何とぞご審議を賜り、可決決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより、質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております日程第３、議案第４２号から議案第４４号については、

配付の議案付託表その２のとおり、総務常任委員会に付託いたします。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  休憩中に総務常任委員会を協議会室で開催いたしますので、お集まり願います。 

  なお、委員会終了後、午前中に会議を継続いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上であります。よろしくお願いします。 

午前

午前午前

午前１１

１１１１

１１時

時時

時０５

０５０５

０５分休憩

分休憩分休憩

分休憩 

  

 

…………………………………………………………………………… 

午前

午前午前

午前１１

１１１１

１１時

時時

時４５

４５４５

４５分再開

分再開分再開

分再開 

  

 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） それでは休憩を解き、休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  これより、総務常任委員長の報告を求めます。 

  仲村学総務常任委員長。 

○

○○

○総務常任委員長

総務常任委員長総務常任委員長

総務常任委員長（

（（

（１９

１９１９

１９番

番番

番 

  

 仲村

仲村仲村

仲村 

  

 学君

学君学君

学君）

））

） それでは、先ほど総務常任委員会に付託さ

れました、議案第４２号、平成３０年度（繰越）南丹市役所八木支所大規模改修工事請

負契約について、議案第４３号、令和元年度南丹市市営バスの購入について、議案第４

４号、令和元年度南丹市市営バスの購入についての以上３件について、審査の経過と結

果について報告を申し上げます。 

  本件につきましては、先ほど総務常任委員会を開催し、教育委員会及び地域振興部か

ら詳細説明を受けた後、審査を行いました。 

  まず、議案第４２号に対する主な質疑は、工事工期について、入札状況についてなど

であります。工事工期については令和２年２月２８日まで、との答弁でありました。 

  入札の状況についてはの質疑に対しましては、対象は６社で３社が辞退、３社入札う

ち２社同額、抽せんにて決定した、との答弁でありました。 
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  質疑を終結し、討論はなく、表決に移り、議案第４２号は賛成全員で可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議案第４３号と議案第４４号は関連するので、一括して審議を行いました。 

  主な質疑は、車両購入に当たりどのような検討をしたのかでありました。この質疑に

対し、経過年数と走行距離を勘案し、安全を重視して今回の更新となった、との答弁で

ありました。 

  以上、質疑を終結し、討論はなく、表決に移り、議案第４３号は賛成全員で可決すべ

きものと決しました。 

  また、議案第４４号につきましても、討論はなく、賛成全員で可決すべきものと決し

ました。 

  以上、総務常任委員会に付託されました議案の審査の状況と結果についての報告とさ

せていただきます。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） それでは、これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論に入ります。 

  特に討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、順次採決いたします。 

  まず、議案第４２号を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第４３号を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第４４号を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 
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  本案、委員長報告のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第

日程第日程第

日程第４

４４

４ 議案第

議案第議案第

議案第４５

４５４５

４５号

号号

号から

からから

から議案第

議案第議案第

議案第５３

５３５３

５３号

号号

号まで

までまで

まで 

  

 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖

不悖不悖

不悖君

君君

君）

））

） 次に、日程第４「議案第４５号から議案第５３号まで」を議

題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  西村市長。 

○

○○

○市長

市長市長

市長（

（（

（西村

西村西村

西村 

  

 良平君

良平君良平君

良平君）

））

） ただいま上程を賜りました、議案第４５号から議案第５３号

までについて、ご説明を申し上げます。 

  議案第４５号から議案第４７号までにつきましては、日吉町に設置されております胡

麻郷財産区、五ヶ荘財産区、世木財産区の３財産区、また、議案第４８号から議案第５

３号までにつきましては、美山町に設置されております字南・字北・字中・字河内谷・

字江和・字田歌・字芦生・字白石・字佐々里財産区、知井財産区、平屋財産区、宮島財

産区、鶴ヶ岡財産区、大野財産区の６財産区について、それぞれ財産区管理委員の任期

満了に伴い、新たな委員を選任するに当たり、条例または協議書の規定に基づき、議会

の同意を求めようとするものでございます。 

  以上をもちまして、議案第４５号から５３号までの説明とさせていただきます。 

  何とぞご審議を賜り、同意をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 提案理由の説明が終わりました。 

  ただいま議題となっております本件につきましては、人事に関するものでありますの

で、委員会付託及び質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託及び質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入ることに決しました。 

  これより、採決いたします。 

  まず、議案第４５号、胡麻郷財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

て採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 
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  続いて、議案第４６号、五ヶ荘財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第４７号、世木財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

て採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第４８号、字南・字北・字中・字河内谷・字江和・字田歌・字芦生・字

白石・字佐々里財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについて採決いたしま

す。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第４９号、知井財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

てを採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第５０号、平屋財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

てを採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第５１号、宮島財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

てを採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 
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  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第５２号、鶴ヶ岡財産区管理会委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを採決いたします。 

  本案のとおり、選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

  続いて、議案第５３号、大野財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

て採決いたします。 

  本案については除斥対象者がおられますので、一人ずつ採決いたします。 

  ここで、地方自治法第１１７条の規定により、小中昭議員の退場を求めます。 

（小中昭議員 退席） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） まず、小中昭さんの選任に同意することに異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

（小中昭議員 着席） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 次に、中上實さんの選任に同意することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  次に、尾上元彦さんの選任に同意することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  次に、弓削憲一さんの選任に同意することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  次に、古屋昭さんの選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  次に、戸本和巳さんの選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  次に、石田喜代治さんの選任に同意することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認めます。 

  よって、選任に同意することに決しました。 

  よって、本案のとおり選任に同意することに決しました。 

 

  日程第

日程第日程第

日程第５

５５

５ 意見書案

意見書案意見書案

意見書案について

についてについて

について 

  

 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 次に、日程第５「意見書案」を議題といたします。 

  配付のとおり、議案は１件であります。 

  事務局長に件名を朗読させます。 

  事務局長。 

○

○○

○議会事務局長

議会事務局長議会事務局長

議会事務局長（

（（

（山口

山口山口

山口 

  

 浩之君

浩之君浩之君

浩之君）

））

） 件名を朗読いたします。 

  新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）。 

  以上であります。 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ただいま、件名の朗読で議案の内容はご承知願えたものと思

います。 

  この際、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  これより、討論に入ります。 

  特に討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決いたします。 

  新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について、起立により採決をいたしま

す。 

  本案、原案のとおり決することに、賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 起立全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ただいま可決されました意見書の字句等の整理につきましては、議長に一任願います。 

 

  日程第

日程第日程第

日程第６

６６

６ 閉会中

閉会中閉会中

閉会中の

のの

の継続調査申出

継続調査申出継続調査申出

継続調査申出について

についてについて

について 

  

 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 次に、日程第６「閉会中の継続調査申出について」を議題と
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いたします。 

  会議規則第１０４条の規定により、配付の文書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。各常任委員長並びに議会運営委員長からの申し出のとおり取り計らうこと

にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○

○○

○議長

議長議長

議長（

（（

（







 

  

 不悖君

不悖君不悖君

不悖君）

））

） 異議なしと認め、さよう決します。 

  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

  今期定例会に付議されました事件は、全て議了いたしました。 

  これにて、本日の会議を閉じ、令和元年第２回南丹市議会６月定例会を閉会といたし

ます。 

  大変ご苦労さまでございました。 

午後

午後午後

午後 

  

 ０

００

０時

時時

時０

００

００

００

０分閉会

分閉会分閉会

分閉会 
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      地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

                  令和  年  月  日 

 

                  南丹市議会議長     不 悖 

 

                  南丹市議会議員   鞆 岡   誠 

 

                  南丹市議会議員   松 尾 武 治 

 

 

 


